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1． シー
マ

ー sTma （結界処 ・ 戒壇）の由来

　正 覚者で あ る釈尊 は ，過 去四 劫十万劫の あ い だ 十波羅密の 菩薩行 を お こ

な っ た 結果， 最後 の 生 涯 と して 釈 迦 国 カ ピ ラ ヴ ァ ス ト ゥ城 の ス ッ ド ゥ ダ ナ

（浄飯）王 の 王 妃 で あ る マ ー ヤ ー夫人 か ら生 まれ た
。 幼名 は シ ッ ダ ッ タ で

，

名字は ゴ ー タマ と して 知 られ る 。

　王 子 は 29歳 まで 宮中で 生 活を楽 しみ ，
29歳 の 時 出家 　6 年間苦行 を し た 。

35歳の 時 ヴ ィ サ カ 月満月の 夜 ， 覚 りを 開き ，
ブ ッ ダ とな っ た

。

　 ブッ ダ とな っ て 2 カ 月 目の ワ ー ゾー月 の 満 月の 日か ら 5 名 の 修行者 に 「転

法 輪経 」 を説 い た 。 皆悟 りを 得 て
， 比丘 ・阿 羅漢 に な り， サ ン ガ が 成 立 し

た
。 次 に 金持ち の 長者の 息子 ヤ サ とバ ッ ダ ワ ッ ギ ー の 仲 間 30人 の 青年 た ち

へ 説法 を な し
， 彼 ら もブ ッ ダ の 弟子 に な っ た 。

　 次々 と仏弟子 が 出来，サ ン ガ （僧迦 ・教 団 ） は釈尊 が成 道 して 6 カ 月 の 間

に
， 比丘 僧の 数 が 1千人 以上 に もな っ た 。

　釈尊 は ，増 えて き たサ ン ガ の 僧 た ち に 対 して ，

「い つ も比丘 僧た ちが 和合

す る よ うに 」 と教 え た 。 どの よ うな行事 を お こ な っ た時で も， 弟子た ち全員

の 心 身 に よ る和合が 必 要 で あ り，
「僧 の 中で

一
人 で も不和合 で あれ ば ，

こ の

行事は 成立 しない 」 と教 え た の で あ る
。

　釈 尊の 生 涯 の 初期 に は ， 仏弟子 た ちの 数 もそれ ほ ど多 くは な く ， サ ン ガ の

行事 も多 くは なか っ た 。 した が っ て 行事 が あ っ た と きに は 弟子た ち全 員が 和

合 す る こ とが 容易で あ っ た 。 そ れ で シ ー マ ー （結界処） は 必要が なか っ た 。
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　 しか し， 僧 侶の 数 が 増 え るに したが っ て ． 釈尊の居所か ら離れ て 遠方 まで

行 き滞在す る弟子 た ち も増え て きた 。 広大 なイ ン ドの 諸地方 に
， 別々 に分 か

れ て 修行 した り布教す る よ うに な っ た 。 ある 比丘 僧 た ちは マ ガ ダ国 ， また あ

る比丘 僧は コ ー サ ラ国， あ る い は
，

ヴ ェ
ーサ ー リー国 へ と遊行滞在す る とい

うよ うに ，別 々 に 遠 くは なれ て過 ご さな けれ ばな らな くな っ た 。 また ， サ ン

ガ 内で の 儀礼つ ま り行事 も多 くな っ て き た 。

　それ で イ ン ド全 土 に別 々 に 過 ご して い る 比丘 た ち を ， 行事を行な う度に 全

員
一

カ所 に 和合す る た め集 め る こ とは
， 困 難に な っ た 。

　そ の こ とを釈尊 に報告 した 。 釈尊 は
，

そ れ な ら
「
それ ぞ れ 自分 の 住 んで い

る村の 境界 内に い る全 員 の 比丘 僧 の 心 身 に よ る和 合が あれ ば
，

どの よ うな行

事で も行な うこ とが で き，
そ の 行事 は成立 す る」 と許可 され た 。

シ
ー

マ
ー に お け る行事 比丘 式

布薩会

パ ヴ ァ ラ ナ （安居終 了式）

カ テ ィ ナ （功徳衣 式）

イ ン ド全土 に 別れ 別れ に 住 んで い る比丘 た ちすべ て を集 め な けれ ばな らない

とい う必要が な くな っ た
。 自分の い る村の 境界 内に い る比 丘 たち を集 め て 容

易 に 行事 を行 な う こ とがで き る よ うに な っ た 。

　 しか し， 釈 尊 の 時代 も中 ・後期 に な る と比 丘 の 数 は ， さ らに 増 えて き た 。

村 の境界 に して も， 数 キ ロ メ ー トル 位の 村 もあれ ば
， 何十 ， 何 百キ ロ メ ー ト

ル とい う広 くて 大 きな境界 もあ る。
こ の よ うに 広 くて 比丘 数 も多い 境界 内で

は ， 行事を行な う度に 比丘 全 員 を集め る た め の 苦労 も多 くな っ た 。 また 1 カ

月 に 2 回 布薩 日に 出席で き な い 比丘 の 委任 を と らな けれ ばな らず， 行事の 間

に
， 他の 境界か ら別の 比丘 が入 らない よ うに

， 止め なけれ ぼな らな い
， とい

うよ うな色々 な こ とが 起 こ り， 行事の 仕方が 難 し くな っ た 。

　そ の よ うな サ ン ガ の 比丘 た ちの 不便 さを理 解 した釈尊は
， 自分の 境界内で
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場所 を決 め ， その 場所 に 「シ ー マ ー sim 互結界処」 をつ くる よ うに許可 した 。

　行事を行な うな ら， そ の シ ー
マ

ー
の 中に 入 っ て ， シ ー

マ
ー 内の 比丘 の 和合

が あれ ぼ， そ の 行事は成立 す る 。 その シ ー マ ー に 入 らな い 比丘 の 和合 を と る

必 要 が ない 。 こ の よ うに シ ー
マ

ー
を定めて か ら， 人工 シ ー

マ
ー とい う形 式の

もの が で きた 。 それで 今 で は ， 人工 シ
ー

マ
ー

も 自然シ ー マ ー
も利用で き る よ

うに な っ た 。 ただ し， 人工 シ ー
マ

ー は
， 自然 シ ー

マ
ー

の 中に 一
つ の 地 区を限

定 して 設定す るわ けで あ る 。 大 きな地域か ら小さ な地 区 に 限 定 して 設定 し，

大 きな地域か ら小 さな地区に縮小 したた め， 仏教行事が し易 くな っ た
。

（1） 地球上の 比丘 全員の 心身 に よ る和合

  　村の 境界 内に お け る比丘 全員の 心 身 に よ る和 合

（3｝ 定め られ た地 区 内に お け る比丘全 員 の 心 身 に よ る和合

　こ の よ うに場所 を狭 く限定 した の で 和合が し易 くな っ た 。 和合 を し易 くす

る た め に ， シ ー
マ

ー
の 設定許可が な され た の で あ る 。

図 〔1〕 Vinaya　lll，　Mah 吾vagga

Uposathakhandaka に基付き作成

2 ． 独立村 Visurp　gama

　
「ヴ ィ ス ン Visu叩 」 とい う意 味 は 「

特別， 別 の ， 独 立 」 とい う こ とで
，

「ガ ー
マ gEma 」 とは 「村」 の 意 味 で あ る

。
こ こ で は村の 境界線内の 地域 を指
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し， 村長
一 人の 権 限の 及ぶ 範囲 をい う。

　こ こ で 独立 とは
，

地 区 も別 で ， 権 限 も別 で なけれ ばな らない
， とい うこ と

で あ る 。 すで に シ ー マ
ー の 由来記で 説明 したが ， 人 工 シ ー マ ー を定 め る に

は
， 自然 シ

ー マ ー の 比丘 の 和合が 必 要に な る 。 広 く大 きな境界内で も比丘 僧

全 員が 集 ま らな くて は な らない
。

　ミ ャ ン マ
ーで は ， そ の 比丘 全員 を集 め る こ とが 難 し い か ら として 村 の 境 界

を分割 し ， 独立 村 と して 認定 して くれ る よ うに と， 宗教省 に 申請 し ， 当局が

こ れ を 認 め許可 を して い るが
，

こ れ は実際 の 行政 区画 と関係 を もつ もの で は

ない
。

　ま た分割 は ， 村落 レ ベ ル の 段階の み で は ない
。 現在の 国家 は

， 何処で も当

局が あ り，権限 を中央 と地 方 とに 分 けて 統 治 して い る 。

　 ミ ャ ン マ ー の 例 を あ げる と，

　（1）国家 　 （2）州 　 （3｝県 　 （4）市 　 （5）村

そ れ ぞ れ の 段 階に よ り役所が あ る 。 その 中で   村　が最小単位 で あ る 。

こ れが一 人の 村長の 権限の お よぶ 範囲 で
，

そ の 範囲内に は部 落が 一
つ の もの

も あれ ば，二 っ
， あ る い は三 つ の 場合 もあ る 。 村が統合す る と市区， 市区 が

統合 す る と州 ， 州が 統合す る と国家 とな る 。

　村の 場合の み な らず， 市区や 県， 州， 国 家 も ， 独立 市 区， 独 立 県 独 立

州， 独立国家 も成立可能 とな る 。

（
一
） ミ ャ ン マ ー は何 千年 に もわ た っ て 国家 と して 独立 を保 っ て い た 歴史 を

　持 っ て い るが ， 近代に入 っ て か ら不幸に も三 度に お よぶ 戦争を経て 英国の

　植民地 とな り，

一
時 は ， 独 立 国 で は なか っ た

。 西za　1945年 に
，

よ うや く

　再 び 「独立 （ヴ ィ ス ン ）国家 」 とな っ た。 国際連合国 内の
一

っ の 独立 国家

　の メ ン バ ー と して
，

ミャ ン マ
ー は ， そ の 代表者 が 国家の 権限 を 持つ に至 っ

　 た の で あ る 。

　　か っ て ， パ キ ス タ ン は
， 東パ キ ス タ ン を含 む

一
つ の 国家で あ っ た が ，

　1971年に 東 パ キ ス タ ン は
， 独 立 し て 「バ ン グ ラ デ ィ ッ シ ュ 」 とい う国 家
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とな っ た。 近年で は ， ソ連邦が 崩壊 して
，

14の 国 家 が ， 独 立 した 国家 と

な っ て い る 。

（⇒　現在 ミ ャ ン マ ー に は， 七 管区， 七 州 が あ り， そ れぞ れ 各長 官が 責任 を

　も っ て 行政 を担当 して い る 。 以前 は
，

ヤ ン ゴ ン を首都 と して 管区 8 ， 州 4

　に分 け られ て い た 時代もあ っ た が ， ペ グ
ー管区 か らイ ン セ ン 県， モ ー ビー

　県 ，

ハ ン サ ワ デ ィ 県 を分 離 して ヤ ン ゴ ン と合併 して
一

つ の 管 区 を つ くっ

　た 。 こ の ヤ ン ゴ ン 管区は
，

ペ グー 管区か ら独 立 した もの で あ る 。

　　 タ ニ ン サ ー リ管 区内で は ， その 中の タ トン 県 お よ びチ ャ イ カ ミー 県を合

　併 して
一

つ の モ ン 州 に した 。
こ れ も独立 した行政上の

一 州 で あ る 。

日 　以 前 は ヤ カ イ ン 管区内で
，

セ ッ トエ 県 の 中の マ ウ ン ト市 区， プ ン ナ ー

　チ ュ ン 市地 区 を 分割 し， 1961年 に メ ー
ユ 県 をつ くっ た 。 メ ー

ユ 県 も独 立

　 した 行政上 の 県で あ る 。

　　サ ガ イ ン 管 区内で ， チ ェ ン トン 県の 中か らカ レ ー市区を分割 して カ レ ー

　県 を つ くっ た 。 また ， ミ ン ジ ャ ン 県か ら ニ ョ ン ウを と りだ し， ニ ョ ン ウ県

　を っ くっ た
。

こ れ も独 立 した県で あ る
。

（四） 昔， マ ン ダ レ ー 県 の 中で ， マ ン ダ レ ー 市 区か らバ テ ィ ン ジ ー を と り出

　 し， バ テ ィ ン ジ ー市区 をつ くっ た 。 ヤ ン ゴ ン 管 区で は
， ク ア ン チ ャ ン コ ン

　市 区が あ っ たが ， その 北部を分割 して コ ン ム市 区をっ くっ た 。 これ も独立

　した市区で あ る 。 （cf 「Encyclopedia　Bi  anica 」）

（五） 以上 ， 国家や 州， 県 ， 市区 レ ベ ル に お け る独立 国や 独立 州 ， 独立 市区 に

　つ い て の こ とを述べ た 。 そ れ は 「
ヴ ィ ス ン ・ガ ーマ （独 立 村）」 の こ と を

　理 解 して も ら うた め で あ っ た 。 村 レ ベ ル に っ い て も同 じこ とで あ る
。

っ ま

　り， 地域を分 け ， 権限 も分 けて
， 別 の 人に 責任 を持たせ る こ とに よ っ て

，

　
「独立 村」 も成立す る こ と に な る 。
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　規模の 大 ，小 が異 な る の み で あ る。 具体的 に例 を あ げよ う。

因 例 え ば ， あ る市区内に 55の 村が あ る とす る 。 その 中に
「
ニ ョ ン ビン ダー

　村 」 とい う名前 の 村 が あ り， そ の ニ ョ ン ビ ン ダー村の 面積 が
，

15平方 マ

　イ ル あ る とす る 。
こ の 村 の 地域 内に は

，
そ の ニ ョ ン ビ ン ダー 村の ほ か に

　も， タイエ ー コ ン 村 ， グ ン カ ウ村 と呼ばれ る地域が あ り， そ れ らに つ い て

　 もニ ョ ン ビ ン ダー村の 村長が責任を持ち権限を も っ て い る 。

　　 とこ ろで
， 中央の 当局者 が

，
ニ ョ ン ビ ン ダ ー村は面積 も広 く， 村 を 治 め

　 る の が 困 難 そ うな の で
，

そ の 中 の 6 平 方 マ イ ル の 面積 を分割 して 「タ イ

　 エ ー コ ン 村」 と して 独立 さ せ て マ ウ ン ピ ュ
ー を村長 と して 責任 を持 た せ る

　 な らば， タイ エ
ー

コ ン 村 は
， 独 立村 とな る 。

　　市区役所 内に は
， 村が 55か ら

一
つ 増えて 56とな り， 村長 も 56人 に なる 。

　こ の よ うに
， 市役所中 に村が

一
つ 増 え ， 村長 も

一 人増 えな い と， 村は 独立

　村 とは い え な い
。

　　した が っ て
， 新 し く国の 行政 区画 と して 認 め られ た

「タイ エ
ー

コ ン 村」

　 に対 して， も との ニ ョ ン ビ ン ダー 村長 は ， ま っ た く関係が な くなる 。 収納

　税 ， 事件や事故 ， 遺産相続 民事，刑事事件 な どに 関 して も新 し く任命 さ

　 れ た タ イ エ
ー

コ ン 村の 村長の マ ウ ン ピ ュ
ー の 所 管す る役 目で あ る 。 タ イ

　エ ー コ ン 村の 村長 で 問題 が解決で きな い 場合 は
， 市役所 に 訴 えね ばな らな

　 い
。

こ の よ うな意味で
，

ア ッ タカ タ ー （注釈書）師は ，

Yampi 　ekasmilp 　yeva　gamakhette 　eka ロl　padesa即 aya ！p　visu 即 g盃mo 　hotitl

paricchinditv盃　r巨」五kassaci　deti，　sopi 　visu πpg互masim 巨hotiyeva．

　と言わ れた 。
こ の 意 味は

，

「一 つ の 村の 境界 内の
一 部 の 地 域 を 指 して

，
こ

の 地域 は独 立 した村で あ る と定 め て ， （王 が ）誰か を村長 と して 権限 を与 え
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た な らぼ， こ の 地域 も独立 した村 で ある」 とい うこ とで あ る。

　歴史的に 考 えて み る と，釈尊在世時代も注釈書作成 時代お よび王 政時代 も

封建 制の 時代で ， 現在 の社 会制度や 行政方法 とは大 い に 異な っ て い る 。

　自分の 信用す る部下 を ， 自分の 代わ りに 市長や県知事， 村長 に 権限 を与 え

る こ とを， パ ー
リ語 で 「kassaci　deti（それ を誰か に 与 え る ）」 と言 っ た 。 そ

の 権 限を受けた人 を村長 に した とい うこ とで あ る 。

　
「aya 叩 visuIη 顫mo 　hotuti．（こ の 地域 は 独立 し た村 で あ る）」 と認 め られ る

と， も との 村の 村長 と資格 は 同 じで あ る 。

　た だ し，現在の ミャ ン マ ー で は ，独 立 した村 「ヴ ィ ス ン ・ガ ー
マ 」 とす る

た め に は
， 文書 を作 り当局者 に 申し込 み をす る

。 役所 も こ れ に 対 して 許可 を

出 して い る。 しか し
， 実際 に は 独立認可 された 地域 に対 す る村長 の 権 限に 移

動 は ない
。 も との 村の 村長 に権 限 が あ るの で あ り， 村 の 数が 増えたわ けで も

な い の で あ る 。

　つ ま り， 行政上 の 村 として 認 め られ たわ けで は ない の で あ る 。

　したが っ て ， 律蔵 Vinayaに よ る村の 自然境界 （図 〔1〕の （2）cf．） とも認

め られ な い 。

　 し か し ，
ミ ャ ン マ ー で は

， 書 類 を作成 し

て 申請 す る と， そ れが宗教省か ら認め られ ，

他 の 宗教 （例 え ぼ， キ リス ト教 回 教）の

教 会や モ ス ク に も許可 を与 え て い る の と同

様に ，認 め られ て い る 。

　 こ れ で は
， 律蔵 Vinayaに 合致 す る 「ヴ ィ

ス ン ・ガ ー
マ （独 立村）」 とい うこ とは で き

な い
。

図 〔2〕
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　　　　　　　　　　　　〈 資　料〉

ボー ド
ー パ ヤ ー 王 （1781− 1819）とマ ウン ダウン長老 の 問答

〈シ ー タ ピ ェ ヂ
ー

〉か ら の 質問

　「長老 比丘 が願書 に よ る 申 し出 を な し， そ れ を認 め て 結 界 を認定 した境界

に は
，

シ
ー マ ー に す る許可 を与 えるが

，
こ の 領土は 古い 市長 の 境界か ら離れ

て 別 に 独立 した村 （visurp 　gEirna）に な っ た の で は な い
。 また ， 家 臣た ちに 哀

れ み を たれ て 領土 を 与 えた よ うな の で もな い 。 古 い 領土 （境界 ）か ら離れ て

独立 した村に な らな けれ ば
，

ヴ ィ ス ン ・ガ ー
マ に な らな い

。 ヴ ィ ス ン ・ガ ー

マ に な らな い と ， そ の 境界内で 結界 して もシ
ー

マ
ー は不成立 で あ る。

　シ ーマ ー は仏教の 源 （原点）で あ るか ら疑問の な い よ うに 長老比丘 た ち に

尋 ね る よ うに ， との 緬暦 1148 （1786AD ）年 ピ ャ
ー ドー 月 白分 7 日の 勅令 を

念 頭 に お い て 長老方 に 申 し上 げます 。

　お 願 い で すが
， 疑問が 起 こ らない よ うに

，
ヴ ィ ス ン ・ガ ー マ に つ い て

， 現

在の 仕方で ヴ ィ ス ン ・ガ ー
マ が 成立 す るか

，
ど うか を仏典通 りに 説明 して く

だ さ る よ う， お頼み い た し ます 。 」

　上 記 の よ うに 緬暦 1148年 ピ ャ
ー ドー月白分 8 日西方 ニ ッ チ ェ 市シ

ータ ピ ェ ヂ ー （地

　 主 役人）を派遣 し依頼 した 。

〈マ ウ ンダ ウ ン 長老〉か らの 応答

　「バ ッ ダ ・シ
ー

マ
ー （baddha−sim 五） を 認 定 す る 場所 は 2 種 あ る 。 普 通 の

（も と も とか らあ っ た ）村 の 境界内 と独立 した村 の境界 内とで あ る。

（1） 元来 （従来 ）の 村 の 境界内の
一 部 ＝ 独立 村 （ViSUIn・頭ma 　1）

律蔵 ， 註に は
， 以下 の よ うに 述べ て い る 。

　Yattake　padese　tassa　tassa　g5massa　bojak五　balirp　labhanti．　So　padeso　appo 　v 互　hotU

　mahanto 　v5 　gtimasim5　tveva　safikharp 　gacchati・

　（あ る場所 に お い て それ ぞ れ の 村 の 村長 は 税 を取 る 。 その 課税 した 場所 は ，

　小 で あれ大 で あれ ， 村， 村の境界 ， と呼 ばれ る よ うに な る 。
こ の 言葉 は元
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来の 村 の こ とを指 して い る 。 ）

（2） 前記 の 元来の 村 か ら区別 して 区切 られ た 独立村 （ViSTP−g五ma 　2） に つ い

て も， 律蔵 ， 註 に 下記 の よ うに 記 して い る 。

Yampi 　ekasmirp 　yava　g巨makhette 　ekarp 　padesaTp　aya 卑 　visurp 　gEmo

hotUti　paricchinditva　rfij酉kassaci　deti．

Sopi　visU 卑 　gtimasim亘　hoti　yeva．

（
一

つ の 元来の 村境界 内に お い て ， ある場所 を ，
こ れ が独立 した村で あ れ ，

と区切 っ て王 が 誰か に与 え る な らば，
こ の 場所 も独 立 した 村で あ る 。 ）

G 巨maggahena 　nagara 卑pi　gahitameva　hoti．

（ガ ーマ とい う語 に は市 も含 まれ て い る 。 ）

以上 の 引用 パ ー リ文 は，す べ て Samantap互s5dik 巨 （結集版）Vb1．　III，　p．333に よ る。

　村長 が税金 を とる場所 は， 元来 の
一

つ の 村境 界内で あ る 。 こ の 元来 の 境界

内で 独 立 した村 に す る と して 王 が 与 え る と
，

一
部の 場所で も独 立村で あ る ，

とい う意味で あ る 。

　 こ の よ うに
， 税金 に つ い て 注 釈書 に言わ れ て い る の で ， 家臣 に王 が 村 を 与

えた ときに
， 税金 を分割 し取 らせ た よ うに

， 税 金 を取 らせ る こ とが で き る よ

うに して か ら与 え な い と独立村 として 成立 しな い
。

　 （Pathama　Maundaun 　Sayadaw 述）『
ア メ

ー ドー ピ エ （問答）書』 p．181
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